
 

船舶事故調査報告書 

令和７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯標） 

発生日時 令和６年７月２２日 １１時４１分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港（博多港東航路第１号灯標） 

 博多港端
は

島
しま

灯台から真方位１１２°１.０海里付近 

（概位 北緯３３°３８.２′ 東経１３０°２１.３′） 

事故の概要  貨物船第三十八芳
よし

成
しげ

丸は、西南西進中、灯標に衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１０月８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第三十八芳成丸、４８８トン 

 １３２３２０、株式会社吉田マリーン 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷側中央部の防舷材に擦過傷 

灯標 防護枠等に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、積荷役を終えて、ポートラジオ

から博多港中央航路（以下、航路及び区については、「博多港」を省

略する。）に大型船の入航予定がある旨の情報提供を受けた後、第２

区アイランドシティ第８号岸壁を出航して、伊
い

万
ま

里
り

港に向かった。 

船長は、レーダー２台及びＧＰＳプロッターを作動させて単独で船

橋当直につき、手動操舵により約１１ノットの対地速力で、本船を東

航路に沿って西南西進させた。 

船長は、本船が福岡市西
さい

戸
と

埼南東方沖に至った頃、中央航路に入航

する大型船を同市能
の

古
この

島北東方沖に視認した。 

船長は、本船と大型船との間に危険な状況はなかったものの、同船

に意識を向けて目視しながら、ふだんどおり中央航路に向けて変針し

ようと思っていたところ、衝撃を感じ、本船が東航路第１号灯標（以

下「本件灯標」という。）に衝突したことに気付いた。 

船長は、ポートラジオ経由で、海上保安庁に本事故の発生を通報し

た後、本船を航路外で錨泊させた。 

船長は、ふだんレーダー及びＧＰＳプロッターを利用して自船及び

本件灯標の位置を確認しながら中央航路に向けて変針していたが、本

事故発生時は、大型船に意識を向けており、レーダー等で自船及び本

件灯標の位置を確認していなかった。（図１参照） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 

分析  本船は、東航路を西南西進中、船長が、レーダー等により自船及び

本件灯標の位置を確認していなかったことから、本件灯標に接近して

いることに気付かず、本件灯標に衝突したものと考えられる。 

 船長は、中央航路に入航する大型船に意識を向けて目視していたこ

とから、レーダー等により自船及び本件灯標の位置を確認していな

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、東航路を西南西進中、船長が、中央航路に入航

する大型船に意識を向けて目視しており、レーダー等により自船及び

本件灯標の位置を確認していなかったため、本件灯標に接近している

ことに気付かず、本件灯標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航路を航行中、特定の船舶のみに意識を向けることな

く、レーダー及びＧＰＳプロッターを活用し、自船及び航路標識

の位置を確認しながら航行すること。 
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